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　毎年、日本のどこかで発生している食中

毒。以前、小学校の給食でO－157による食

中毒も発生しました。医療機関においても

入院患者に食中毒が発生するリスクはない

とは言い切れません。

　また、厚生労働省によるとノロウィルス

による食中毒も死者こそ発生していません

が、毎年300件前後、時には400件を超える

事故と10,000人前後の患者が発生している

ようです。

　医療機関で発生した場合、被害が生じた

入院患者には、医療機関が賠償をすること

になると予想されますが、このような場合

に役立つ保険に、医療施設賠償責任保険が

あります。

　多くの医療機関では、医師賠償責任保険

とセットで加入しています。

　食中毒発生の原因が医療施設側の全面的

な責任であるとすれば、以下のとおり、入

院患者に対し、損害賠償金を支払うことに

なります。

【お支払い例】

　食中毒により新たに生じた治療費や入院

期間が長期化し、実際に職場復帰が遅れた

ことにより減少した給与相当額の休業損

害、食中毒による治療期間中の慰謝料相当

額が考えられます。

　他にも医療施設賠償責任保険は、次のよ

うな事例でも対応します。

１．病院で火災が発生し、入院患者の避難

が遅れて、死亡者や重傷者が生じた場

合。

　　➡被害者の逸失利益や慰謝料など賠償

金額が多額になります。

２．ビル内にある診療所で管理する給排水

管から水が漏れて、階下のテナントの

商品に損害が発生した場合。

　　➡被害物がパソコンのような水に弱い

精密機械の被害金額は多額になりま

す。また、店舗の大がかりな修繕が必

要になると休業補償などが発生するこ

ともあります。

３．病院の駐車場内に停めていた患者さん

のマイカーに屋根からの落雪・落氷が

当たり、ボンネットが凹んだ、ガラス

が割れてしまった場合。

　　➡車の修理費用や修理期間中のレンタ

カー代などが発生することがあります。

４．その他、医療施設自体の管理上の不備

や設備の欠陥などのために患者さんや

見舞客の物的損害や人的被害が発生し

た場合にも本保険がこれらの損害を補

償することになります。
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